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一部勝訴！
年

報告



日本古代史ネットワークの訴訟目的

1. 奈文研より公開された年輪年代の基礎情報を、一般公開し、追加検証を
可能とすること。

2. 国・公立の研究機関の研究発表に関わる情報を、情報公開請求によって、
入手可能とすること。

3. 国・公立の研究機関が、自発的に研究の基礎情報を公開するように、社
会にアッピールし、実現したい。
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裁判の経過

• 2021年7月 情報公開請求書提出

• 2021年9月 不開示回答

• 2022年1月 裁判所へ提訴

• 2022年３月 第一回 （公判）

途中2回奈文研の現地調査・打ち合わせ

• ２０２４年１１月 第２４回 （公判）

• 2025年1月23日 結審予定
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2024年 7月 光谷氏 再計測データ発表

2024年12月 奈文研 情報公開実施発表



2024/12/20の奈文研の発表記事

• 年輪年代データをデジタル公開、他者による追検証を可能なものとする！

• 年輪年代が導出された試料の年輪幅時系列、年輪幅計測用画像等の

年輪年代データをデジタル公開することにより、

年輪年代測定の根拠を示すとともに、

他者による追検証を可能なものとする。

• 研究データのオープンアクセス化は今後の必須課題となっている（＊2）。

• 「独立行政法人日本学術振興会の事業における研究データの取扱いに関する基本方針」

に言及。

 暦年標準パターンの公開は「他者による追検証」に必須の為、その開示が待たれる！
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光谷氏 の池上曽根遺跡再計測 ニュース・リリース

• 2024年7月10日発表：和泉市・泉大津市教育委員会、国立歴史民
俗博物館などが「池上曽根遺跡」の大型掘立柱建物の柱材を、年輪
幅および酸素同位体比の2つの異なる年代測定を実施しました。

• その結果、

1. 1997年に報告された1本は紀元前52年に伐採されたこ
とが再確認

2. 他の柱からは、紀元前52年から最大で700年も古い年代
が得られ、

3. 1つの建物の柱に大きな年代の隔たりがあったことが判明
しました。

4. これほど大きな年代差のある木材で構築された建造物は
日本では類例がなく、非常に特殊な存在。

• 1997年の光谷氏の年代計測は、誤りが有った。

• 光谷氏が、「年輪年代法」で再計測し、誤りを正し、新しい年代
を発表。

• 名古屋大学・歴博が「酸素同位体比年輪年代法」で計測し、光
谷氏の再計測を正しいと裏付けた。

• 同じ柱＝試料（サンプル）を二つの異なる科学的な方法
で計測し、正しさを確認した。

• 但し、思いがけない不思議な結果（700年も異なる年
代の木材を同一建物に使用）に驚かされた。

• この不思議な現象が注目された。
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池上曽根遺跡の計測に関する疑念

• 季刊「邪馬台国」101号 2009年4月号

• 郷土史家 山口順久氏 （古代史の海16号1999年発行の
転載）の記事

• 新井宏氏 の記事

• 通常は、ものさしとなる暦年標準パターンと、サンプルの年輪幅のパターンを

比較し、年代を決定する。

• サンプルの柱は5本年代が計測されたが、今5本とも暦年標準パターンとは

照合できなかった。

• そこで、既に照合が出来ていた長野県下材の年輪幅パターンと照合してみた

結果、柱根12だけが照合できた。（BC52年）

• この柱根12の年輪幅パターンと照合すると、柱根16と柱根20が照合できた。

• 柱根16と柱根20の年輪幅パターンと照合すると、柱根4と柱根17が照合で

きた。

• この外の組み合わせでは、まったく照合できなかった。

• これは、通常の暦年標準パターンと対象のサンプル木材を照合することとは

違い、危険性のある照合方式であったと、記載している
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情報公開が行われると、
1） 対象試料（サンプル）の年輪巾データと、比較した暦年標準パターン・データが公開される
２） 山口順久氏/新井宏氏の記事の正否が判明する。



再検証の不思議なこと
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酸素年代側の発表資料中
に試料の写真有り。

柱17の試料は、部分提供

柱４は、光谷氏の年輪数は
大幅に異なる。

柱20は、光谷氏の年輪数
は大幅に異なる。



毎日新聞の記事より

専門機関の設立も期待

寺沢薫（桜井市纒向（まきむく）学研究センター所長（考古学）の話

• 近年は自然科学の成果が考古学にもどんどん取り込まれるようになっている。

• 日本の年輪年代研究は奈良文化財研究所で始まったが、当初は同じ分野の研究者がほ

とんどおらず、チェック機能が十分とはいえなかった。

• 今後、データが開示されて、

• 年代がどのように特定されていったかを他の研究者がチェックできるのは

年輪年代研究にとって大きな前進だ。

• できることなら、年輪年代を扱う専門機関を設立してもいいのではないか。

8


